
家畜衛生広報 
                           ながの 

 
 

平成３０年度の業務スタッフを紹介します。    

本年度も生産者の収益性向上、安全・安心な畜産物の供給、家畜伝染病の発生予防と 

 まん延防止等を図るため、各種業務を進めてまいりますので、よろしくお願いします。 

 

所長 小松 浩  

○保健衛生課 

 課長   羽生 宜弘 

 担当係長 小林 千恵 

 課員   田中 さよ子 

高橋 陽子 

・ 所の窓口課となります。 

担当がわからないときには、保健衛生課へ 

また、乳質改善・繁殖技術等、生産性向上に関することも

こちらへどうぞ 

・ 担当業務： 

動物薬事、放牧衛生対策、生産性向上対策、家畜改良推進、

畜産環境対策、受精卵移植推進、飼料高騰関連対策 

○防疫課 

 課長   高山 省三 

 課員   松井 宏枝 

      松橋 宏 

・ 家畜の病気や予防対策に関することならまず防疫課へ 

口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ対策の窓口もこちら

です 

・ 担当業務： 

各種検査、疾病診断のための病性鑑定、養豚の生産性向上

対策、安全・安心な畜産物生産への支援のための衛生管理

指導、家畜の予防注射の推進等 

    【平成３０年４月１日付け人事異動】      

転  出 転  入 

氏 名 転 出 先 氏 名 前 任 地 

長田 宣夫 

宮澤 隆 

塩入 哲 

矢彦沢 小百合 

神戸 三希 

松本家畜保健衛生所 所長へ 

松本家畜保健衛生所 保健衛生課長へ 

佐久家畜保健衛生所 防疫課長へ 

伊那家畜保健衛生所 防疫課長へ 

佐久家畜保健衛生所 保健衛生課へ 

小松 浩 

羽生 宜弘 

高山 省三 

小林 千恵 

松井 宏枝 

飯田家畜保健衛生所から 

佐久家畜保健衛生所から 

佐久家畜保健衛生所から 

松本家畜保健衛生所から

伊那家畜保健衛生所から 

 

家畜伝染病予防法第 12条の４の規定により、家畜の所有者は毎年 2月１日現在の家畜

飼養状況を定期報告書により報告をお願いしていますが、４月４日現在、約７割の家畜所

有者に御報告をいただきました。御協力ありがとうございました。 

なお、まだ定期報告書を提出されていない方につきましては、至急提出していただけま

すようお願いします。 

引き続き、飼養衛生管理基準を遵守した家畜の管理をお願いします。 

 

 

長 野 家 畜 保 健 衛 生 所 

北 信 家 畜 畜 産 物 衛 生 指 導 協 会 
〒380-0944 長野市安茂里米村1993 
Tel 026-226-0923 Facs.026-227-2665 
E-mail:nagakachiku@pref.nagano.lg.jp  
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消毒は伝染病予防の第一歩 
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